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ライフ
サイクル

対象事業者 対象 措置事項

設計・製造 設計・製造事業者 プラスチック使用製品
国の定める設計指針に
基づく製品の設計

販売・提供 提供事業者
（小売・サービス事業者等）

特定プラスチック使用製品
（フォーク・スプーン、ストロー
等12品目）

使用の合理化（有償で
の提供、消費者の意思
確認等）

排出・回収・
リサイクル

製造・販売・提供事業者
自らが製造・販売・提供し
たプラスチック使用製品

自主回収、再資源化

排出事業者
プラスチック使用製品産業
廃棄物等

排出の抑制、再資源化

○法に基づく措置事項と対象事業者一覧

○プラスチック使用製品産業廃棄物等になるもの

事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物が対象
・ 製造、加工又は修理の過程において発生する端材、流通又は販売の過程において使用する
プラスチック製の包装材、その他事業活動に伴い排出されるプラスチック使用製品等
・ 一般的なオフィスであれば、事業活動に伴って排出されるボールペン、クリアファイル、バイ
ンダーなども該当

プラスチック資源循環法
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多量排出事業者（前年度の排出量が250トン以上）は、通常の排出事業者の責務
に加えて、 プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に関す
る目標を設定し、その達成のための取組を計画的に実施することが求められる。

項目 判断基準の概要

目標の設定
事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目
標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。

情報の公表
毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量及び目標の達成状
況に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めること。

プラスチック使用製品産業廃棄物等の多量排出事業者プラスチック使用製品産業廃棄物等の多量排出事業者
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〇令和７年３月
富山県サーキュラーエコノミー推進ロードマップを策定

・令和７年度はサーキュラーエコノミー推進のため、ロードマップに基づき、
「サーキュラーエコノミー移行への環境整備」や「資源循環における動静
脈連携」を推進

富山県は廃プラスチックの排出量に対する最終処分量の割合が高く、
再資源化に向けた取組みの一層の推進が必要

→廃プラスチック類等の排出事業者・リサイクル事業者・製造業者の
マッチングによる循環利用などを促進
（これまでのマッチング実績：2件）

〇令和６年３月
プラスチックごみリサイクル支援
マッチングサイト｢Re+とやま｣の構築
⇒県内の廃プラスチック排出事業者、リサイクル事業者、
プラスチック製品メーカーの新たな連携、プラスチック資
源の循環を促進。

本県のこれまでの取組み状況



• 焼却・埋立処分からリサイクルへの転換を検討する事業者への支援・情報
共有の場を提供するため、リサイクル支援マッチングサイトを構築
サイト名：「Re＋とやま（リプラすとやま）」 令和６年３月２９日より稼働

提供・利用情報
データベース
「Re+とやま」

マテリアルリサイクル
可能な業者は？

新たな製造原料の
調達先は？県

リサイクル支援マッチングサイトの構築について

リサイクル
事業者

排出事業者 製造事業者

情報の登録／検索

新たなリサイクル原料の
調達先は？

マッチング マッチング

マッチング

情報の登録／検索

情報の登録／検索

◎「Re＋とやま」のイメージ図

リプラすとやま登録事業者募集中！
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マッチング事例１（副産物の原料化）
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マッチング事例２（梱包資材の再資源化）
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登録のお願い

【登録のメリット】

〇排出事業者

 ・焼却・埋立からリサイクルに転換できる

 ・処理事業者の選択肢が増える

〇リサイクル事業者

 ・リサイクル技術を色々な事業者にアピールできる

 ・再生プラスチック材料の販路開拓につながる

〇製造事業者

 ・再生プラスチック材料の新たな供給元を確保できる

 ・再生プラスチック材料を活用した新たな製品開発につながる

⇒ 是非、サイトへの登録をお願いいたします！

〇廃プラスチックのリサイクルへの転換を検討されている方へ

⇒ 専門家を派遣し、助言等の支援もできますのでお気軽にご相談ください！

「Re＋とやま」について
詳しくはこちらから

＜お問合せ先＞
富山県生活環境文化部環境政策課
廃棄物対策係
電話：０７６－４４４－９６１８



９出典：中央環境審議会循環型社会部会資料

【参考】資源有効利用促進法の改正
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【参考】脱炭素型資源循環設備等の導入支援

出典：環境省ホームページ



【参考】脱炭素型循環経済システム構築促進事業

出典：環境省ホームページ 11



出典：環境省ホームページ 12

【参考】脱炭素型循環経済システム構築促進事業



出典：環境省ホームページ 13

【参考】脱炭素型循環経済システム構築促進事業



【参考】先進的な資源循環投資促進事業

出典：環境省ホームページ 14



【参考】成長志向型の資源自律経済加速化事業

出典：経済産業省ホームページ 15



【参考】成長志向型の資源自律経済加速化事業

16出典：経済産業省ホームページ
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